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農林水産省からのお知らせ
戸別所得補償モデル対策がスタートします

　農林水産省は平成23年度から本格的な戸別所得補償制

度を導入するため、本年は２つの事業をセットで実施して

効果の検証を行います。

　わが国の自給率向上、農業経営の安定につながりますよ

うご理解とご協力をお願いします。

■米戸別所得補償モデル事業
　主食用米について生産数量目標に即して生産を行った

販売農家と集落営農を対象に助成を行います。

○定額部分　

　作付面積10a当たり１万５千円（自家飯米分は一律10a

が差し引かれます）。

○変動部分　

　22年産の主食用米価格が過去３年の販売価格を下回っ

た場合に、その差額を追加補てんします。

■水田利活用自給力向上事業
　自給率向上のために水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用

米などを生産する販売農家・集落営農の皆さんに、主食用

米と同程度の所得を確保できる水準の支援を行います。

○交付単価（10a当たり）

　麦・大豆・飼料作物 ３万５千円（全国単価）

　新規需要米（米粉用米等） ８万円

　そば・なたね・加工用米 ２万円

　その他の作物 １万円

○激変緩和措置

　交付単価がこれまでの対策に比べて減少する地域にお

いて交付額の調整を行います。

◎問い合わせ先

　北海道農政事務所　地域第十一課

　　10125‐22‐1511　　50125‐22‐1637

■受験資格
○昭和53年４月２日から平成５年４月１日までに生まれ

た者で次に掲げる者

・【Ａ区分】

　学校教育法による大学（短期大学を除く）等を卒業し

　た者（平成23年３月卒業見込者を含む）

　※高度専門士の称号を取得又は平成23年３月末日まで

　　に取得見込者を含む

・【Ｂ区分】

　Ａ区分以外の者（学校教育法による高等学校に在学中

　の者を除く）

■採用予定人数
　【Ａ区分】　男性125名・女性20名

　【Ｂ区分】　男性50名

■試験日程等
　受付期間　　４月１日（木）～４月15日（木）

　　　　　　　（消印有効）

　第１次試験　５月９日（日）

　第２次試験　６月中旬～７月上旬

■採用予定日　平成23年４月以降
■加点措置
　柔道・剣道やスポーツ、語学など一定基準以上の資格

等を有している場合、審査後、加点措置があります

■その他
　試験地等、詳細についてはお問い合わせください。

◎問い合わせ先

　留萌警察署　警務課　　142‐0110

　　※留萌署にて願書配布中です。

平成22年度（第１回）
北海道警察官採用試験のお知らせ


